
 
 

 

職員の処分について  
 

職員の処分をしましたのでお知らせいたします。本件につきまして、事故の被害者及

び市民の皆様にご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。 
 

「職員の飲酒運転による交通事故」に係る処分 

項  目 内       容 

処分を受けた職員 市長公室総合政策部 政策課主任（３３歳） 

事 案 の 概 要 

当該職員は、令和２年１２月６日(日)午後１１時５０分頃、

国道１６号(市内中央区矢部１丁目地内)において、酒を飲ん

だ状態で車を運転し、停車していた車両に追突して当該車両

に乗車していた２名を負傷させたもの 

処 分 の 内 容 懲戒免職 

処 分 年 月 日 令和２年１２月１８日 

 
 
 

令和２年１２月１８日 

相模原市発表資料 

問い合わせ 職員課  
電話 042-769-8213 


